
〇 「SAVOR JAPAN」は、地域の食と、それを生み出す農林水産業を核として、訪日外国人の誘致を図る地域の取組を認定する
制度（平成28年度の創設以降、令和７年８月時点で43地域が認定）。
 ※ SAVORとは、「味わう、楽しむ」という意味の英単語。

〇 地域の実行組織を核に、関係者（地方自治体、観光協会（DMO）、宿泊施設、レストラン、農家、加工施設等）が連携
して、地域の食文化の歴史やストーリーにも触れることができる旅先として誘客。

① 「SAVOR JAPAN」ブランドとして
地域の魅力を一体的に発信

③ 訪日外国人による食体験
や土産品の販売を促進

② 日本食・食文化の「本場」である
農山漁村での受入体制を強化

知ってもらう、来てもらう

買ってもらう

食べてもらう、泊まってもらう

地域の食とそれに不可欠な農林水産業や特徴のある気候、
風土、景観、歴史などの観光資源を活用し、インバウンドを誘致

④ 訪日外国人の更なる増加と
輸出等の新たな需要創出
（好循環の更なる拡大）

地域資源の磨き上げ、
地域間連携の促進

地域の実行組織

食のおもてなし
（食べる）

農泊の推進
（泊まる、食べる、
体験する）

〇 SAVOR JAPANの取組イメージ

景観

直売施設における
販売促進（買う）

世界農業遺産・
日本遺産等の活用

地域の食・農林水産業
を中心とした観光資源が
一体的な魅力を形成

歴史・
文化施設

アクティビティ

生産者・食品事業者
（GI・輸出）

市場・直売所
農家民宿

酒蔵・ワイナリー

飲食店地域特有の
歴史的な
ストーリー

地域の
景観

観光
資源

地域の
食

地域の
農

〇 認定ロゴマーク

日本の農山漁村の
豊かな自然をテーマに、
それぞれの土地に生ま
れた食文化や、美しい
日本の神髄を体感して
いただきたいという願い
をこめている。モチーフは
「山」、「海」、「田」、「
畑」、「川」、「箸」。

「SAVOR JAPAN」：地域の食・食文化による地方へのインバウンド誘致
セ イ バ ー ジ ャ パ ン
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「SAVOR JAPAN」認定地域
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令和7年８月現在で43地域



内閣府政府広報室海外広報
（Highlighting Japan 2022年6月号）

商談会への出展
（VISIT JAPAN Travel & Mice 
Mart 2019）

「SAVOR JAPAN」認定地域に対する支援
 オールジャパンによるブランド化（SAVOR JAPAN）と一元的な情報発信により、海外及び訪日外国人に対する訴求力を高め

ます。
 専門家の派遣により、食体験の掘り起こしや地域資源の観光商品化に向けた磨き上げを支援します。
 「SAVOR JAPAN」ブランドでの一体的な商品販売、海外旅行会社向けツアーの販売を支援します。
 研修会等の開催により、知識の習得、地域間のネットワーク化等を支援します。

関係省庁と連携し政府系のＨＰで情報発信
一元的な情報発信

政府観光局（ＪＮＴＯ）

SAVORJAPAN推進協議会による情報発信

各認定地域の紹介 Instagramによる情報発信

旅行商品等販売支援
ＯＴＡ（Online Travel Agent）における掲載支援や海外旅行
関係事業者との商談会におけるSAVOR JAPANブースの出展

ＯＴＡへの掲載

研修会等の開催
新認定地域向け勉強会・意見交換会、基礎知識・技術習得のため
の講座・研修会、情報交換会等の開催

Facebookによる情報発信（ＦＢフォロワー18万人） 広報資材の作成（ポスター、パンフレット） 新認定地域向け勉強会（オンライン） 認定地域間の情報交換

農林水産省
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